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大田区大森北二丁目６番11-205号

（テーマプラットフォームビジネス推進局
住所）
港区赤坂五丁目３番１号

令和７年８月28日から
令和７年11月27日まで
           　　３か月

指　　名　　停　　止　　一　　覧

本店所在地 備　　　考指名停止期間有資格者名
理　　　　由

大田区競争入札参加資格者
指名停止措置要綱別表

株式会社博報堂
テーマプラットフォームビジネス
推進局

兵庫県宝塚市新明和町１番１号

令和７年６月23日から
令和７年10月22日まで
           　　４か月

令和７年９月24日から
令和７年10月23日まで
           　　１か月

港区赤坂五丁目３番１号

日産温調株式会社
大田区大森北二丁目３番15号
第15下川ビル

８　不正又は不誠実な行為
（３）前各号に掲げる場合のほか、区契約に
関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相
手方として不適当であると認められる行為

令和７年９月24日から
令和７年10月23日まで
           　　１か月

３ 独占禁止法違反行為
(2)イの区発注を除く関東地方に
おけるもの

駿河屋商事株式会社

３ 独占禁止法違反行為
(2)ウの区発注を除く関東地方以外
のもの

８　不正又は不誠実な行為
（３）前各号に掲げる場合のほか、区契約に
関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相
手方として不適当であると認められる行為

（産機システム事業部　環境システ
ム本部営業部住所）
台東区上野七丁目12番14号

（東京本部住所）
品川区東品川三丁目15番10号

極東開発工業株式会社
東京本部

大阪府大阪市中央区淡路町二丁目
５番11号

３ 独占禁止法違反行為
(2)ウの区発注を除く関東地方以外
のもの

令和７年９月24日から
令和７年10月23日まで
           　　１か月

新明和工業株式会社
産機システム事業部
環境システム本部営業部

株式会社サキュレ 大田区仲池上一丁目24番７号

８　不正又は不誠実な行為
（３）前各号に掲げる場合のほか、区契約に
関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相
手方として不適当であると認められる行為

令和７年11月17日から
令和８年２月16日まで
           　　３か月
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